
令和２年度第１回大阪府医療対策協議会議事概要 

日時：令和３年１月７日（木曜日）１４時００分から１５時３０分 

場所：大阪赤十字会館３階 ３０１会議室 

 

【議事概要】 

議題１ 初期臨床研修 

【論点】 

〇基幹型臨床研修病院の移転等における指定の継続に関する考え方は、平成２４年８月２２日医師臨床研修部会の申し合

わせ事項を原則として引き継ぐこととしてはどうか。 

〇書類審査により地域医療重点プログラムの設置要件を満たす病院について、地域密着型臨床研修病院に認定してはどう

か。 

〇令和４年度研修開始分の臨床研修医募集定員の最終配分調整において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24条

第９項に基づき、府から受入病床の確保に関する協力を要請した病院について、要請に応じた病院を定員加算の対象と

してはどうか。また、第２段階評価時の確認項目に、「新型コロナウイルス感染症への対応」を追加してはどうか。 

【意見】 

〇臨床研修医募集定員の最終配分調整における新型コロナウイルス感染症への対応について、要請に応じて病床確保がで

きていることを必須要件にした上で、確保病床数や病床使用率などが一定の基準を超えれば１点加算としてはどうか。 

〇「新型コロナウイルス感染症への対応」という限定的なものではなく、「新興感染症」と一般化してはどうか。 

〇「新型コロナウイルス感染症への対応」については令和４年度に限定した書きぶりでどうか。 

【結論】 

〇基幹型臨床研修病院の移転等における指定の継続に関する考え方は、平成２４年８月２２日医師臨床研修部会の申し合

わせ事項を原則として引き継ぐ。ただし、個別の事案については、地域の実情や医療機関の質等を勘案し、医療対策協議

会で協議する。 

〇書類審査により地域医療重点プログラムの設置要件を満たす病院について、地域密着型臨床研修病院に認定する。 

〇令和４年度研修開始分の臨床研修医募集定員の最終配分調整における「新型コロナウイルス感染症への対応」の扱いに

ついては、再度事務局で検討し、次回の医療対策協議会で協議する。 

 

議題２ 地域枠 

【論点】 

〇令和５年度以降の大阪府地域枠制度の見直しについては、対象診療科の拡大、入試制度や貸与方式、キャリア形成とラ

イフイベント等について府内の医育大学間の連絡会において調整した上で、医療対策協議会で協議してはどうか。 

【意見】 

〇単に恒久定員の中に地域枠を入れ込むという国の方針は受け入れがたく、議論・交渉が必要。 

【結論】 

〇地域枠制度の見直しについては、医育大学間の連絡会において調整した上で、医療対策協議会で協議する。 

 

議題３ キャリア形成プログラム（ＣＰ） 

【論点】 

〇地域枠医師の配置状況について、ＣＰ運用指針（厚労省通知）に基づき、派遣医療機関として公立・公的医療機関に理

由なく偏っていないか等を医療対策協議会で確認した上で派遣することとしてはどうか。 

〇ＣＰの作成が義務付けられている「新ＣＰ対象者」を中心に作成してはどうか。 

【結論】 

〇府案のとおり。 


